
 

【通常給付】 

高校生等奨学給付金（通常給付）給付対象者及び給付額確認シート 

休学または７月２日以降の入学についてはお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※兄弟姉妹が在籍する高校の区分により異なる給付になる場合があります。 

給付額 7月1日の世帯状況に基づき下記の額を給付します。    ※参考 国公立給付額 

 

世帯状況 年額（私立） 

① 生活保護世帯（全日制・定時制・通信制） 52,600円 

② 非課税世帯 第１子（全日制・定時制） 134,600円 

③ 非課税世帯 第２子（全日制・定時制） 152,000円 

④ 非課税世帯（通信制） 52,100円 

⑤ 非課税世帯（専攻科） 52,100円 

世帯状況 年額（国公立） 

生活保護世帯 32,300円 
非課税世帯（第１子） 114,100円 
非課税世帯（第２子） 143,700円 
非課税世帯（通信制） 50,500円 
非課税世帯（専攻科） 50,500円 

対象外です 
いいえ 

７月１日現在、保護者の方は神奈川県内にお住まいですか？ 

・都道府県により取り扱いが異なりま
す。早急に保護者等がお住まいの都道
府県にお問合せください。 

・海外在住の場合は対象外です。 

７月１日現在、学校に在籍していますか？ 

７月１日現在、生活保護（生業扶助）を受けていますか？ 

専攻科以外の
高校生等は下
表①の給付額 
 
専攻科の高校
生等は下表⑤
の給付額※ 

※保護者の方に

令和４年度の住民

税所得割が課税

されている方がい

る場合は対象外 

対象外です 

 
通信制高校
生等は下表
④の給付額 

 
専攻科の高
校生等は下
表⑤の給付
額 
 
通信制・専
攻科以外の
高校生等が
いる場合は
下表③の給
付額 

 

下表③の給付額 

１人目の高校生等
は下表②の給付額 
２人目以降の高校
生等は下表③の給
付額※ 

15歳（中学生を除く。）以上23歳未満の扶養されている

兄弟姉妹がいますか？ 

保護者全員の令和４年度の都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額が 

０円（非課税）ですか？ 

 

いいえ 

 

は い 

いいえ 
は い 

は い 

いいえ 

は い 

は い いいえ 

は い いいえ 

はい 

対象生徒等は通信制・専攻科に在籍していますか？ 

は い いいえ 

高校生等以外の兄弟姉妹がいますか？

か？ 

下表②の給付額 


